
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度大分県立さくらの杜高等支援学校 

特例選考実施要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分県教育委員会 

 



 

令和７年度大分県立高等特別支援学校入学者選考実施要項に加え、学校保健安全法施行規則第１８条「学

校において予防すべき感染症」に指定されている疾病等の影響により、受検することができなかった者に対

する特例選考については、本要項に定めるところにより実施をする。 

 

１．第一次入学者選考に係る特例選考 

第一次入学者選考日当日、インフルエンザ等に罹患している場合でも別室検査室等で受検することができ

る。ただし、学校保健安全法施行規則第１８条「学校において予防すべき感染症」に指定されている疾病等

に罹患しており、高熱などによって受検することができずに欠席した者、又は月経随伴症状等に伴う体

調不良等で受検することができずに欠席した者は、特例選考受検の申請をすることができる。 

 

（１） 対象となる選考 

さくらの杜高等支援学校で実施する第一次入学者選考 

 

（２） 申請手続 

① 出願元中学校長及び特別支援学校長の行う手続 

ア 事前にさくらの杜高等支援学校へ電話連絡の上、「特例選考受検願」（様式１０号）を作成し、

さくらの杜高等支援学校長へ令和６年１２月１０日(火)午後４時までに提出する。 

イ やむを得ない事情で関係書類を期限までに提出できないときは、県教育委員会の指示を受けるも 

のとする。 

  ② さくらの杜高等支援学校長の行う手続き 

   ア 提出された書類が適正であると認めたときには、「特例選考受検許可書」（様式１１号）を作成

し、出願元中学校長及び特別支援学校長に交付する。 

イ 必要があるときは提出書類の内容について出願元中学校長及び特別支援学校長に説明を求めるこ

とができる。 

 

（３） 入学者の選考 

① 検査日及び検査内容等 

検査日は令和７年１月７日（火）、検査内容については第一次入学者選考に準ずる。 

② 検査場 

検査場は、さくらの杜高等支援学校とする。 

③ 選考の方法 

第一次入学者選考に準ずる。 

 

（４） 選考結果の通知 

さくらの杜高等支援学校長は、令和７年１月８日（水）までに、選考結果を出願元中学校長及び特別支

援学校長へ発送するとともに出願元中学校長及び特別支援学校長へ直接連絡する。 

 

(５) その他 

① 第一次入学者選考を一部でも受検した者は、原則特例選考の対象外とする。 

② 特例選考に係る入学者選考結果の本人提供は、「令和７年度大分県立高等特別支援学校入学者選考

実施要項」に準ずるものとし、期間を特例選考結果の通知の日から令和７年１月２２日(水)とする。 
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２．第二次入学者選考に係る特例選考 

第二次入学者選考日当日、インフルエンザ等に罹患している場合でも別室検査室等で受検することができ

る。ただし、学校保健安全法施行規則第１８条「学校において予防すべき感染症」に指定されている疾病等

に罹患しており、高熱などによって受検することができずに欠席した者、又は月経随伴症状等に伴う体

調不良等で受検することができずに欠席した者は、特例選考受検の申請をすることができる。 

 

（１） 対象となる選考 

さくらの杜高等支援学校で実施する第二次入学者選考 

 

（２） 申請手続 

① 出願元中学校長及び特別支援学校長の行う手続 

ア 事前にさくらの杜高等支援学校へ電話連絡の上、「特例選考受検願」（様式１０号）を作成し、

さくらの杜高等支援学校長へ令和７年２月４日(火)午後４時までに提出する。 

イ やむを得ない事情で関係書類を期限までに提出できないときは、県教育委員会の指示を受けるも 

のとする。 

  ② さくらの杜高等支援学校長の行う手続き 

   ア 提出された書類が適正であると認めたときには、「特例選考受検許可書」（様式１１号）を作成

し、出願元中学校長及び特別支援学校長に交付する。 

イ 必要があるときは提出書類の内容について出願元中学校長及び特別支援学校長に説明を求めるこ

とができる。 

 

（３） 入学者の選考 

① 検査日及び検査内容等 

検査日は令和７年２月１９日（水）、検査内容については第二次入学者選考に準ずる。 

② 検査場 

検査場は、さくらの杜高等支援学校とする。 

③ 選考の方法 

第二次入学者選考に準ずる。 

 

（４） 選考結果の通知 

さくらの杜高等支援学校長は、令和７年２月２０日（木）までに、選考結果を出願元中学校長及び特別

支援学校長へ発送するとともに出願元中学校長及び特別支援学校長へ直接連絡する。 

 

(５) その他 

① 第二次入学者選考を一部でも受検した者は、原則特例選考の対象外とする。 

② 第二次入学者選考に係る特例選考申請者については、令和７年度大分県立特別支援学校高等部・専

攻科第一次入学者選考への併願を認める。ただし、令和７年度大分県立特別支援学校高等部・専攻科

第一次入学者選考への出願時に、出願先の学校へ特例選考受検の旨を伝えること。 

③ 特例選考に係る入学者選考結果の本人提供は、「令和７年度大分県立高等特別支援学校入学者選考

実施要項」に準ずるものとし、期間を特例選考結果の通知の日から令和７年３月７日(金)とする。 
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《特例選考のフロー図》 

  

第一次入学者選考に係る特例選考 

 
 

第二次入学者選考に係る特例選考 
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（様式１０号） 

（学校発信番号） 

令和  年  月  日  

 

 

特例選考受検願 

 

 

大分県立さくらの杜高等支援学校長 殿 

 

 

学校名               

 

校長名               

 

 貴校を志願している下記の本校の生徒（過年度卒業者）について、以下の理由により、大分県

立さくらの杜高等支援学校の 

第一次入学者選考 ・ 第二次入学者選考  ※１ 

に係る特例選考を受検させていただくようお願いします。 

 

記 

 

受検番号 生徒氏名 理 由 ※２ 

記入例 大分 花子 インフルエンザに罹患し、３９℃を超える高熱がある 

   

   

※１ 「第一次入学者選考・第二次入学者選考」は該当する特例選考に○を記入する。 

※２ 受検生の状況を簡潔に記入する。 

 

 

（特例選考を受検できる条件） 

第一次及び第二次入学者選考日当日にインフルエンザ等、学校保健安全法施行規則第１８条「学校において予防す

べき感染症」に指定されている疾病等に罹患している者のうち、高熱などによって受検することができずに欠席した

者、又は月経随伴症状等に伴う体調不良等で受検することができずに欠席した者。第一次及び第二次入学者選考を一

部でも受検した者は、原則特例選考の対象外とする。 
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（様式１１号） 

（さくらの杜高等支援学校発信番号） 

令和  年  月  日  

 

 

特例選考受検許可書 

 

 

校長 殿 

 

 

大分県立さくらの杜高等支援学校        

校 長            印   

 

 

 先に願い出のありました 第一次入学者選考 ・ 第二次入学者選考  ※１ 

に係る特例選考について、下記の志願者の受検を許可します。 

 

 

記 

 

受検番号      生徒氏名 

  

  

  

※１「第一次入学者選考・第二次入学者選考」は該当する特例選考に○を記入する。 

 

連絡事項 

①集合日時  令和○年○月○○日（○）○：○○ 

②集合場所  大分県立さくらの杜高等支援学校 

③検査日程  別紙参照 ※別紙はさくらの杜高等支援学校で作成してください。（様式任意） 

④そ の 他  受検票を持参すること   等 
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《問い合わせ先》 

大分県教育庁特別支援教育課 

電話 097-506-5537 

   
 


